
公 示 

 

次のとおり、提案書の募集を行います。 

 

 令和 ６年 10月 ７日 

 

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門参事官 小林 雅彦 

  

１ 業務名 

女川宿舎（仮称）整備事業 

 

２ 参加資格 

（１） 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者で

あること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必

要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２） 予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３） 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 

（４） 環境省における令和 05・06年度一般競争入札参加資格（建設工事等）の｢建築工

事｣又は（測量・建設コンサルタント等）の｢建築関係建設コンサルタント業務｣に

係る認定を受けている者であること。 

（５） 事業者募集要領（別記）において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者

であること。 

（６） 実績・資格等 

   Ⅰ.単独事業者 

①宮城県に営業所等を置いていること。 

   ②宅地建物取引事業者の免許を有すること。 

   ③建築工事業の許可を受けていること。 

④元請けとして次の施工実績を有すること。 

・住宅の新築工事を年間５棟以上（直近５年間） 

   ⑤建築士事務所登録を行っていること。 

   ⑥建築士事務所（元請け）として、次の設計及び工事監理の実績を有すること。 

    ・住宅の新築工事（直近５年間） 

   ⑦上記⑤及び⑥は、同要件を満たす建築士事務所に委託する場合は不要とする。 

   Ⅱ.グループ 

   ①代表事業者 

    １）宮城県に営業所等を置いていること。 

    ２）宅地建物取引事業者の免許を有すること。 

    ３）建築工事業の許可を受けていること。 

４）元請けとして次の施工実績を有すること。 

・住宅の新築工事を年間５棟以上（直近５年間） 

（グループとしては年間７棟以上（構成員実績の総和）となることが必

要。） 
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   ②施工を担当する構成員（施工事業者） 

１）宮城県に営業所等を置いていること。 

２）建築工事業の許可を受けていること。 

    ３）元請けとして次の施工実績を有すること。 

・住宅の新築工事を年間５棟以上（直近５年間） 

    ４）上記３）の施工実績は、各構成員が有する実績（各１棟以上）の総和とする

ことができる。 

   ③設計・工事監理を担当する構成員（設計・工事監理事業者） 

１）建築士事務所登録を受けていること。 

    ２）次の設計及び工事監理の実績を有すること。 

      ・住宅の新築工事を年間３棟以上（最近５年間） 

 

３ 契約候補者の選定方法 

「女川宿舎（仮称）整備事業」に関する事業者募集要領に基づき、提出された提案

書等について審査を行い、採択事業者として１者を選定する。ただし、優秀な企画書

等の提出が無い場合は、この限りでない。 

 

４ 事業者募集要領の交付及び問い合わせ先 

（１） 事業者募集要領の交付 

原子力規制庁ホームページ（以下｢ホームページ｣という。）の「調達情報」から

「委託契約」＞「企画競争・公募等」より件名を選択し、募集要領等のファイルが

添付されているので、ダウンロードして入手すること。 

https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/itaku/index.html  

（２） 問い合わせ先 

〒106-8450 東京都港区六本木１－９－９ 六本木ファーストビル１８階 

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門 担当 金井 菜々子 

ＴＥＬ：０３―５１１４―２１０３ 

E-mail：kanai_nanako_6as@nra.go.jp 

 

５ 企画競争に係る説明会の開催 

企画競争参加者に対して、同募集要領に係る説明会を実施する。 

（１） 日 時 令和６年１０月１６日（水）１３時３０分 

（２） 場 所 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル１８階入札会議室 

   東京都港区六本木１丁目９番９号 

（３） 資 料 募集要領等の資料は各自持参のこと。 

※１ 令和 05・06年度一般競争入札参加資格の審査結果通知書の写しを必

ず持参すること。 

※２ １社３名までとするが、参加人数多数の場合は１社１名とする。 

 

６ 提案書募集に関する質問の受付及び回答 

（１） 受 付 先 ４（２）に同じ 

（２） 提出期間 令和６年１０月７日（月）～令和６年１０月２１日（月） 
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（午後５時必着） 

（３） 提出方法 質問の内容を簡潔にまとめ、「募集要領等に関する質問書」（様式１－

     １）に記入し、電子メールにて提出すること。 

（４） 回  答 令和６年１０月２５日（金）より、ホームページで随時公表する。 

 

７ 提案書等の提出期限等 

（１）参加表明 

   ①提出期間 令和６年１０月２２日（火）～令和６年１０月３１日（木） 

         （当日消印有効、午前９時～正午及び午後１時～午後５時。（土・

日・祝日を除く。）） 

   ②提 出 先 ４（２）に同じ 

   ③提出方法 募集要領に定める様式２－１から様式２－８を正１部、副１部用意

し、持参又は簡易書留郵便により提出すること。 

（２）提案書等 

   ①提出期限 令和６年１１月２９日（金）（当日消印有効、午前９時～正午及び午

後１時～午後５時。（土・日・祝日を除く。）） 

   ②提 出 先 ４（２）に同じ 

   ③提出方法 募集要領に定める様式３－１から様式３－６を正１部、副１部用意

し、 

持参又は簡易書留郵便により提出すること。 

 

８ 提案書に関するヒアリングの開催 

日時及び場所については事業者と調整の上、令和６年１２月４日（水）～令和６年１

２月９日（月）の間に行う。資料については提案書を使用することを基本とし、追加

で資料を用いることも可能とする。 

 

９ 提案書等の無効 

本公示に示した参加資格を満たさない者の提案書等は、無効とする。 

 

１０その他 

  本公示に記載なき事項は、事業者募集要領による。 
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（参 考） 

 

予算決算及び会計令（抜粋） 

 

（一般競争に参加させることができない者）  

第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三

第一項の競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合を

除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。  

 一 当該契約を締結する能力を有しない者  

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）第

三十二条第一項各号に掲げる者  

 

（一般競争に参加させないことができる者）  

第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該

当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加さ

せないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者につい

ても、また同様とする。 

 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。  

 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るた

めに連合したとき。  

 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。  

 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。  

 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。  

 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意

に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

 七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている

者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用

したとき。  

２ 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争

に参加させないことができる。 
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